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| い る が， 猿筈に悩んでい る地域で も あ る 。 こ こ では，; | 神奈川 県の猿害 を め ぐ っ て | 当地域の峨対策の歴史を中心叫べてみたいo

1一一 2 群 約 叩 目撃に と ど ま っ j
伝か吋主Z こ て いた野猿に， 1956�77 年の一時期， 観光資源 と し +i (神奈川県農政部農業技術課 中山敦子) & t - て餌付けが行われた。 こ れが一因で， 野猿 は群の分 Z

t rカ ボチ ャ背負い逃げサル 食害に農家 シ カ め っ面j， 裂 ・ 合流を繰 り 返 しつつ し だ い に 繁殖 し， 1975 年に ?
+ r猿害 生活 も脅かす 果物や菓子万引 き 庭の果樹切る は 5 f，宇， 194 頭が確認される ま でに増加 した。 +
4 家庭 も j， r敵 も サル も の対策効かず ! ? 青果屈に集団 餌付 け中止後は， 遊動域を山間部か ら みかん山な ど A
Z 来製 電動銃使い攻防戦j � こ んなセ ン セ ー シ ョ ナ ル の周辺部へ と 大 き く シ フ ト さ せた。 こ の結果， 1960 .!. 
T な見出 しが新聞を賑わせた 1996 年， 私は神奈川 県の 年代半ばに は山麓の良作物に被害が出始め， 1970 年 Ij 猿害担当 l 年生 と な っ たo こ の年は天候が不順で， 野 代後半になる と里ゆ農地への被害が目立つ よ う に ;

猿が例年に増 して農地を荒 ら して いた。 秋に は複数の な っ た。 現在， 県西地域 に い る野猿 5 群 139 頭 ( 1996 + 
も ハグレザルが町なかに現れ， 庖か ら商品を連 日 の よ う 年度調査) が， 県の猿害の 5�8 割を発生させてお り ， + 
i に盗んだ り ， 人に飛びかかった り と ， と にか く 活発な 地元では， みかん固か ら の転換後の導入作物の選定に ;
; 活動を繰 り 広げ， 関係者は その対応に駆けず り 回っ て 苦労 している 。 t
f いた t
+ 横浜郊外で若手 ら す私は， そ れ ま で猿害 と は無縁の生 2 電気柵の設置と 「野猿の郷」 構想 + 
品 活を送っ て いた。 “餌を求めて時折里へ下 り て く る 野 こ れに対 し 県で は， 1982 年度か ら 野猿用電気柵の 4
L 猿は， 多少は作物を荒 ら すか も しれないが， 農家はそ 助成を開始 し た。 当初， 箱恨の丘陵 (約 2 km) の移 4
; れを織 り 込み済みで作付け し て い る んだろ う 。 身近に 動を封じ る よ う 尾摂に対し直角に電気有!日を設置した と ;
f 野生動物が住んでい る なんて ， 環境抜群だな あ~"。 こ ろ ， 被害を軽減 さ せ る こ と ができ た。 しかしす ぐ に ?
+ そ んな者が猿筈担当 に な っ た の だか ら ， r見る も 聞 く 猿が知恵をつけ， 山の傾斜上か ら勢い よ く 柵の向 こ う +
+ も初めてj の新鮮な驚 き の連続だ っ た。 そ して今， 3 側に飛び込んだ り ， 遮断さ れたルー ト を迂回 して農地 +ド目。 認識はす っ か り 改め られ， こ の リ レー随筆を書 問の移動
+ いている 。 下草刈 り な ど漏電対策が難 し い と い う 管理上の課題 も ;
f 顕在化 した。 そ こ で 1988 年度以降は， 柵の施工方法 f
t 1 人慣れ， 食環境の変化から野猿被害が拡大 を 「遮断方式」 か ら農地を固い込む方式に変更 し て い +
4 神奈川 県の野猿は， 推定 12 群， 600 頭前後で， ① る 。 も; 箱根ー と ー域 … ③東京 … ら は 一一一 め ;

都， 山梨県 と 接す る 津久井地域北部， の 3 地域に生息 猿 と 人間の生活域の分離を 目指す事業 も 始 ま っ た。
品 している 。 r県西地域野猿の郷幾備事業」 であ る 。 中 山間地に保 f
+ 小田原市 ・ 箱根町 ・ 湯河原町な どを中心 と した県西 全地区を設定 し， エ リ ア内の土地を借 り て 5 年間で食 +
4 地域は， 歴史あ る温泉地 ・ 観光名所 と して も 知 ら れて 餌木を 32 . 000 本植栽 した。 現在 も 木の保育お よ び野 品t + 

竺描; 解 今 麟 顎撃開園 ;r 署 韮麹嘗謹・・・・・四・・・・・圃.司止 冶、 AI遁種郵題盟h、7予竜山 可 .. 竺'J:.f .. 溢議綴挿-品開p 晶 、通各事懇悪習唖贋蔀歯車重 品櫨圏門事組編欝純 血ムーーー=ー... 圏 j
j 智也越園開露 間魁揮輔副_ i
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f 猿の生息調査 を継続 し て い る 。 自 然環境の整備が前提
; の事業であ る た め， 中長期的な対策 と い え よ う 。
+ 
t 3 農地カ、 ら の追い払い事業をス タ ー ト さ せ る
T こ の よ う な対策 を 講 じ て は い た が， 1992 年度 に は
争 被害報告額が急増 し， 前年度の 2 . 4 倍， 3 ， 200 万円に
+ 達 し た 。 ま た， 生活被害 も 日 常的に発生 し， 猿害対策
; は地元に と っ て ま す ま す緊急性 を帯びて き た。
; そ こ で， ["野猿の郷」 整備 ま での対策 と し て， 威嚇
; に よ り 野猿を燥地か ら追い払い， 農作物を守 る 「農作
+ 物猿害防止緊急対策事業」 を 1994 年度 に ス タ ー ト さ
+ せ た。 4 市 村 13 地 区 で 始 ま っ た 事 業 は， 5 年 目 の
; 1998 年度 に は丹沢， 津久井地域を含めて 10 市町村 23
; 地区で実施 さ れて い る 。
+ 
+ 
十 4 追い払いの実際
+ 追い払い活動の補助事業化 に 当 た っ て参考に し た の
; が， 小田原市片浦地区の事例であ る 。 当地区では， ヵ
3 ン キ ツ ， ビ ワ な ど単価の 高 い商品 を 栽培 し て い る こ
; と ， 比較的若手農家が多 い こ と も あ り ， 以前か ら 自衛
f 手段 と して野猿の追い払い活動 を行っ て いた。 そ の活j 動問例示凡

ま ず， 地形 を熟知 し て い る 地元農家 な どが 7�8 人
; で追い払い隊を編成 し， メ ス猿に装着 さ れて い る 発信
; 機か ら 電波 を キ ャ ッ チ し て群の位置 を確認す る 。 i洋が
す 農地に近い と 判断 さ れれば， 仲間 と 連絡を取 り 合い 山
+ へ組織的に追い払 う 。
4 機材は電波受信用 の無線機， 連絡用 ト ラ ン シ ー パ
i -， エ ア ソ フ ト ガ ン (連射型 ス ポ ー ツ 用 空気銃) ， 花
; 火弾 ・ ゴ ム 弾 (いずれ も 殺傷能力 は な い) ， 爆竹 ， 強
f カパチ ン コ な ど。 猟銃 を使用 し て効率的に追い払 う た
+ め狩猟免許を取得 し た メ ンバー も い る が， 猟友会の協
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
; 
+ 
+ 

; 
+ 
+ 
+ 

カ は欠かせ な い。 ち な み に事業開始当初， 木の台座に +
強力 なパチ ン コ を据え付 けた道具 を 用 い た が， 単発で +
… い 息 な ど機動 一 一 寸
はf吏っ て い な い。

+ 
5 も う 一つの猿害~生活被害 + 
県西地域では， 野猿が し ば し ば住宅地へ も 出没 し， + 

住民に不安を与 え て い る 。 威嚇 も 散見 さ れ る た め， 小 ;
学校や幼稚園への通学 ・ 通園時の事故防止に大人が付 ;
き 添 っ て い る 状態であ る 。 人家の網戸 を器用 に 聞 け て ;
台所や仏壇か ら 食べ物を失敬す る こ と も 少な く な く ， t 
暑い 日 で も 窓 を 聞 け放つ こ と がで き な い。 さ ら に， 猿 +
がプー ルで泳いだので消毒が必要 に な っ た， 庭や屋根 4
に い る 群が怖 く て外出で き な い， な ど生活被害の事例 ;
を挙げれば切 り がない。 人慣れ し た猿を捕獲す る の は ;
容易で は な い う え， 住宅地域 で は 猟銃が使 え な い な す
ど， 駆除に は困難がつ き ま と っ て い る 。 いずれに し て +
仏 人間 と 猿の生活エ リ ア が重な っ て い る こ と が問題 j
の要因であ る こ と は 間違い な い。 ; 

+ 
+ 

6 や り 場のない怒 り を受け止めて + 
1993 年 に 県が行っ た 調査では， ["猿害がひ ど く ， 耕 +

作 を や め た り 作物の変更を余儀な く さ れた」 農家が被 ;
害農家の 4 割 を 占 め て い る と い う 結果が出て い る 。 ; 

「朝の作業が終わ っ て， 次の ハ ウ ス に行 く だ ろ う 。 ; 
そ う す る と ビニJレハ ウ ス の 中 で， 猿の一群が収穫間近 f
のお い し い実 を選んで食い散 ら か し て い た んだ。 急い +
で追い払 う が， 折れた枝 を手入れ し， サルが持 ち 込ん ;
だダニ を消毒 し な く ち ゃ な ら な い。 穴の あ い た ビニル ;
を ひ と つ ひ と つ補修す る と き ， 口惜 し く て 泣 け て く る f
よ 。 2 時間遊ばれ る と 100 万円単位の被害 に な る 。 で +
も ， 何 よ り こ の精神的なや り 切れな さ ， 丹精込めた商 +
品が猿の餌に な っ た と い う 情け な さ がつ ら い。 被害に ;
対す る 金銭的な補償は当然 と 思 う が， 金額で表せ な い ;
被害 も 大 き い」。 ハ ウ ス みか ん経営 を行い， 追 い 払 い ?
活動に精力的 に 取 り 組ん で い る 農家 の 方 の 言葉 で あ f
る 。 行政担当 者 と し て真筆に受け止め た い。 +

j 追ゆ機材 一 ン) 興蜘 t+ 

農業被害 ・ 生活被害は地域 に と っ て切実であ る 。 し ;
か し こ と 鳥憾の問題は， 一地域の課題では な い は ず ;
だ。 可愛 さ か ら の野生動物への餌や り ， 駆除への情緒 ;
的な嫌悪な ど， そ の根は深い と 感 じ る 。 そ の意味か ら f
環境庁の 「鳥獣管理 ・ 狩猟制度検討会報告書J (1998 + 
年 5 月 公表) の 「鳥獣の適正な保護管理」 の視点は， 品
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